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            主      文 

     １ 本件控訴を棄却する。 

     ２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

            事 実 及 び 理 由 

第１ 控訴の趣旨 

 １ 原判決を取り消す。 

 ２  主位的請求 

    内閣が，次に控訴人が参議院の総議員の４分の１以上の一人として連名を

もって議長を経由して内閣に臨時会の召集の決定を要求した場合に，２０日

以内に臨時会を召集できるように召集決定をする義務を負っていることを確

認する。 

   予備的請求 

    控訴人が，次に参議院の総議員の４分の１以上の一人として連名をもって

議長を経由して内閣に臨時会の召集の決定を要求した場合に，２０日以内に

臨時会の召集を受けられる地位を有することを確認する。 

 ３ 被控訴人は，控訴人に対し，１万円及びこれに対する平成２９年７月１３日

から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要（以下，略語は，特に定めない限り，原判決の表記に従う。） 

 １ 平成２９年６月２２日，衆議院及び参議院の各総議員の４分の１以上の議員

が，憲法５３条後段及び国会法３条に基づき，連名で，各院の議長を経由して

内閣にそれぞれ要求書を提出することにより，臨時会の召集の決定を要求し

（本件召集要求），安倍晋三元内閣総理大臣（以下「安倍元首相」という。）

を首長とする内閣（安倍内閣）は，同日，上記の各要求書（本件各要求書）を

受理した。これに対し，安倍内閣が臨時会の召集を決定したのは同年９月２２

日であり，現実に臨時会が召集されたのは同月２８日であったところ，同日，

衆議院が憲法７条の規定に基づき解散された（本件解散）。 
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   本件は，本件召集要求をした参議院議員の一人である控訴人が，安倍内閣が

上記のとおり同年９月２２日に至って臨時会の召集の決定をしたこと又は安倍

内閣が少なくとも９２日間にわたって本件召集要求に対応する臨時会の召集を

決定しなかったこと（本件不作為等）が憲法５３条後段に違反するものである

として，控訴人が次に参議院の総議員の４分の１以上の一人として連名で議長

を経由して内閣に対して臨時会の召集の決定を要求した場合に，主位的に，内

閣が２０日以内に臨時会を召集することができるようにその召集を決定する義

務を負うことの，予備的に，控訴人が２０日以内に臨時会の召集を受けられる

地位を有することの各確認を求める（本件確認訴訟部分）とともに，控訴人に

おいては，本件不作為等により，臨時会の召集の決定を要求する権能だけでは

なく参議院議員として有する諸権能も長期間にわたり行使することができな

かったという損害を被ったなどとして，被控訴人に対し，国家賠償法１条１項

に基づき，損害金（慰謝料）１００万円のうち１万円及びこれに対する同年７

月１３日（安倍内閣が本件各要求書を受理した日（同年６月２２日）から２０

日を経過した後の日）から支払済みまで民法（平成２９年法律第４４号による

改正前のもの）所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める（本件国

賠請求部分）事案である。 

   原審は，本件確認訴訟部分に係る各訴えをいずれも不適法なものであるとし

て却下し，本件国賠請求部分に係る請求を棄却した。 

   控訴人は，これを不服として控訴した。 

 ２ 国会法の定め及び前提事実 

   次のとおり補正するほか，原判決の「第２ 事案の概要」の１及び２記載の

とおりであるから，これを引用する。 

   ３頁２２行目の「別紙」を「原判決別紙（以下「別紙」という。）」に改

める。 

   ４頁４行目及び１３行目の各「安倍前首相」をいずれも「安倍元首相」に
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改める。 

   ４頁２４行目の「大島理森」の次に「（当時。以下同じ。）」を加える。 

   ５頁１１，１２行目の「安倍前首相」を「安倍元首相」に改める。 

 ３ 争点及び争点に関する当事者の主張の要点 

   次のとおり補正し，当審における控訴人の主張の要点を付加するほか，原判

決の「第２ 事案の概要」の３及び４記載のとおりであるから，これを引用す

る。 

   原判決の補正 

   ア ９頁５行目の「現在の」を「前」に，１２頁２４行目の「安倍前首相」

を「安倍元首相」にそれぞれ改める。 

   イ １７頁１２，１３行目の「安倍前首相」を「安倍元首相」に，２２頁１

７行目の「要求を受けてから」を「要求があった日から」に，２８頁１７

行目の「裁判所時報１７５７号３頁」を「民集７４巻８号２２２９頁。以

下「最高裁令和２年判決」という。」にそれぞれ改める。 

   当審における控訴人の主張の要点 

   ア 憲法５３条後段に基づいて国会議員が有する臨時会の召集の決定の要求

権（以下「臨時会召集決定要求権」ともいう。）は，以下に述べるところ

からしても，単に国会議員という国の機関としての地位に基づいて有する

権限にとどまるものではなく，個々の国会議員が有する主観的な権利又は

利益であって，本件不作為等は，控訴人のそのような主観的な権利又は利

益を侵害する違法なものというべきである。 

     職業活動の自由により保障された権利であることについて 

      国民を代表して，国民の意見を国会活動（質問，議論，調査，議決な

ど）を通じて国政に反映させることは，国会議員としての中核的な活動

である（最高裁令和２年判決参照）。 

      そして，国会議員の地位は月額１２９万４０００円の報酬を得て行う
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職業であるから，国会議員の活動は，職業活動の自由（憲法２２条１

項。最高裁昭和４３年（行ツ）第１２０号同５０年４月３０日大法廷判

決・民集２９巻４号５７２頁参照）により保障されている。内閣が国会

議員による臨時会の召集の決定の要求に応じないことは，国会議員がそ

の中核的な活動を行うことを妨害するものであって，国会議員の職業活

動の自由を不当に侵害するものである。 

     表現の自由により保障された権利であることについて 

      地方議会の議員には，表現の自由（憲法２１条１項）及び参政権の一

態様として，地方議会等において発言する自由が保障されており，議会

等で発言することは，議員としての最も基本的・中核的な権利というべ

きである（名古屋高裁平成２２年（ネ）第１２８１号同２４年５月１１

日判決・判例時報２１６３号１０頁）。議会等で発言することが議員と

しての最も基本的・中核的な権利であり，表現の自由により保障されて

いることは，国会議員についても全く同様に当てはまる（最高裁平成２

４年（オ）第８８８号同２６年５月２７日第三小法廷判決・裁判集民事

２４７号１頁においても，議員の議員活動の自由に憲法２１条１項の保

障が及ぶことが前提とされている。）。 

      本件不作為等により，控訴人は，質問主意書を提出したほかは，臨時

会における国会議員としての権利・権限行使を全く行い得なかったので

あるから，本件不作為等は，控訴人の表現の自由を侵害するものであ

る。 

     参政権として保障された権利であることについて 

      国会議員が国会において国会議員としての活動ができないのであれ

ば，国民に選挙権及び被選挙権を認めた意味がないから，国民の参政権

を保障した憲法１５条１項は，国会議員が国会において国会議員として

の活動を行うことまでも当然に保障していると考えるべきであり，臨時



- 5 - 

 

会召集決定要求権は，上記の参政権を実効性あらしめるために憲法が

個々の国会議員に付与した権利というべきである。 

     国会議員の立場について 

      原判決は，国会議員が統一的な国家意思を形成することに向けた職務

上の権限（立法行為に係る権限）を有する立場であることを理由とし

て，臨時会召集決定要求権は国会議員という国の機関が憲法及び国会法

の規定に基づいて有する権限である旨判示する。 

      しかしながら，国会議員は，立法行為に係る権限のみならず，広く行

政監督を行う権限も有しているのであって，法的に何らかの決議・立法

など統一的国家意思形成を行うことが要請されているものではない。原

判決の上記説示は，立法府としての国会の権限と，独立して職務を行う

べき個別の国会議員の権限・権利とを混同するものであって，臨時会召

集決定要求権が国の機関として付与された権限であることを理由付ける

ものとはいえない。 

   イ 仮に臨時会召集決定要求権が国会議員という国の機関としての地位に基

づいて有する権限であるとしても，本件不作為等の違法性は，その性質

上，法令の適用によって解決し得るものである。 

     市議会が市議会議員に対して行った出席停止の懲罰の違法性という，市

議会議員と市議会（いずれも市の機関）との間の争いについて，その性質

上法令の適用によって終局的に解決し得るものであり，裁判所は常にその

適否を判断することができるとした最高裁令和２年判決の趣旨に照らして

も，控訴人が憲法５３条後段に基づいて有する臨時会召集決定要求権の侵

害があることの確認を求める本件確認訴訟部分に係る訴えは，法律上の争

訟に該当し，司法審査の対象となるというべきである。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 当裁判所も，本件確認訴訟部分に係る各訴えはいずれも不適法であり，本件
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国賠請求部分に係る請求は理由がないものと判断する。その理由は，次のとお

り補正し，当審における控訴人の主張に対する判断を付加するほか，原判決の

「第３ 当裁判所の判断」の１及び２記載のとおりであるから，これを引用す

る。 

   原判決の補正 

   ア ４１頁１０行目の「ものであり」を「とともに，憲法上，国政に係る諸

般の権能を有し」に改め，同行目の「国会議員も」の次に「，「全国民を

代表」（憲法４３条１項）して」を，１３行目の「権限）」の次に「その

他国会が有する権能に係る職務上の権限」をそれぞれ加える。 

   イ ４３頁１１行目の「という」を「などの」に改める。 

   ウ ４４頁５行目の「甲Ａ１２６」の次に「，１４６，１５０，１７０」を

加える。 

   エ ４７頁１行目の「立法行為」の次に「等」を加え，３行目の「当該立法

行為に係る」を「上記の職務上の」に改める。 

   オ ４８頁２行目の「権限）」の次に「その他国会が有する権能に係る職務

上の権限」を加える。 

   当審における控訴人の主張について 

   ア 控訴人は，①内閣が国会議員による臨時会の召集の決定の要求に応じな

いことは，国民を代表して国民の意見を国会活動（質問，議論，調査，議

決など）を通じて国政に反映させるという，国会議員としての中核的な活

動を行うことを妨害するものであって，控訴人の職業活動の自由を侵害す

るものであること，②本件不作為等により，控訴人は，質問主意書を提出

したほかは，臨時会における国会議員としての権利・権限行使を全くなし

得なかったのであるから，本件不作為等は，控訴人の表現の自由を侵害す

るものであること，③国民の参政権を保障した憲法１５条１項は，国会議

員が国会において国会議員としての活動を行うことまでも当然に保障して
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いると考えるべきであり，臨時会召集決定要求権は，上記の参政権を実効

性あらしめるために憲法が個々の国会議員に付与した権利というべきであ

ることなどを理由として，臨時会召集決定要求権については，単に国会議

員という国の機関としての地位に基づいて有する権限にとどまるものでは

なく，個々の国会議員が有する主観的な権利又は利益であって，本件不作

為等は控訴人のそのような主観的な権利又は利益を侵害する違法なものと

いうべきである旨を主張する。 

     しかしながら，召集された国会における国会議員としての活動が職業活

動の自由（憲法２２条１項），表現の自由（同２１条１項），参政権（同

１５条１項）などにより保障されているか否かという問題と，個々の国会

議員が主観的な権利又は利益として臨時会召集決定要求権を有しており，

本件不作為等が控訴人のそのような主観的な権利又は利益を侵害したもの

といえるか否かという問題とは，自ずから別問題であって，召集された国

会における国会議員としての活動が憲法上保障されているということか

ら，直ちに個々の国会議員が主観的な権利又は利益として臨時会召集決定

要求権を有しているということはできず，控訴人の上記主張は採用するこ

とができない。 

   イ 控訴人は，国会議員について，立法行為に係る権限のみならず，広く行

政監督を行う権限も有する立場にあるのであって，法的に何らかの決議・

立法など統一的国家意思形成を行うことが要請されているものではなく，

原判決が，国会議員が統一的な国家意思を形成することに向けた職務上の

権限（立法行為に係る権限）を有する立場であることを理由として，臨時

会召集決定要求権は国会議員という国の機関が憲法及び国会法の規定に基

づいて有する権限であると結論付けるのは不当である旨主張する。 

     しかしながら，国会議員の権限に係る控訴人の上記主張を踏まえても，

国の立法機関である国会の召集の決定を要求するという臨時会召集決定要
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求権の内容及び性質に照らせば，臨時会の召集の決定を要求することは，

国会議員という国の機関が，憲法及び国会法の規定に基づいて有する権限

を行使するものと解すべきであることは，前記引用に係る原判決の「第３ 

当裁判所の判断」の１ イ（４１頁７行目から２１行目まで。当審におけ

る補正部分を含む。）における説示のとおりであって，控訴人の上記主張

は，上記説示に照らし，採用することができない。 

   ウ 控訴人は，仮に臨時会召集決定要求権が国会議員という国の機関として

の地位に基づいて有する権限であったとしても，本件不作為等の違法性

は，その性質上，法令の適用によって解決し得るものであり，最高裁令和

２年判決の趣旨に照らしても，控訴人の臨時会召集決定要求権の侵害があ

ることの確認を求める本件確認訴訟部分に係る訴えは法律上の争訟に該当

し，司法審査の対象となるというべきである旨を主張する。 

     しかしながら，個人が提起した，法令の適用によって解決し得るものに

関する訴訟であっても，当該個人が有する法律上の権利又は利益の保護救

済を求めるのではなく，当該個人が国又は地方公共団体の機関として有す

る権限の侵害を理由としてその保護救済を求めるような場合は，当該訴訟

の実質は法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものである

か，又は機関相互間の権限の争いを内容とするものであるかのいずれかで

あって，自己の権利又は利益の保護救済を目的とするものということはで

きないから，法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるもので

はないことは，前記引用に係る原判決の「第３ 当裁判所の判断」の１

ア（４０頁１４行目から４１頁６行目まで）における説示のとおりであ

る。控訴人において引用する最高裁令和２年判決は，市議会議員個人がそ

の有する法律上の権利又は利益の保護救済を求めた事案（当該市議会議員

が市議会から科された出席停止の懲罰の取消し及び当該懲罰による議員報

酬の減額分の支払を求めた事案）に関するものであり，市の機関（市議会
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議員）として有する権限の侵害を理由としてその保護救済を求めた事案に

関するものではなく，本件とは事案を異にするものというべきであって，

控訴人の上記主張は採用することができない。 

   エ その他，控訴人が種々主張するところは，いずれも，以上の判断を左右

するものとはいえず，採用することができない。 

 ２ よって，原判決は相当であって，本件控訴は理由がないからこれを棄却する

こととし，主文のとおり判決する。 
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